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第 7 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

 

日      時  令和３年７月１６日（金）午後２時００分 

 

場      所  津市一志庁舎 ２階 第１会議室 

 

出 席 部 会 委 員   6田口 慶則・ 7森  哲也・14宮本 政春・15守山 孝之 

16中谷 秀也・17西森 偉統・18結城 晉三・20諸戸 善昭 

24前田 孝幸 

以上９名 

欠 席 委 員  22中野 たつ子 

 

出席部会員外委員   

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  勝田事務局長・野村事務局次長・増田主査 

 

総 合 支 所  久居：若松主査 一志：柴山担当副主幹 

   白山：瀬田担当主幹 美杉：磯田担当主幹 

 

議 事 録 署 名 者   7森 哲也・14宮本 政春 

 

事      項 

 

  報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

  報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

  報告第３号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

  報告第４号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について（所有権移転） 

  報告第５号 農地所有適格法人の定期報告について 

 

  議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

  議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

  議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

  議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

  議案第５号 非農地証明願いについて 

  議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

について ＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

 

議  長   それでは、第７回第２農地部会を開会いたします。 

本日の欠席は、２２番 中野 たつ子委員の１名で出席委員数は９名でござ

います。 

議事に入ります前に、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。 

７番 森 哲也委員、１４番 宮本 政春委員にお願いしたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

本部会に付議されました議案につきましては、事前に通知いたしましたとお

りでございますので、よろしくお願いいたします。 

それでは初めに、会長専決等の報告事項に入ります。 

 

事 務 局   報告案件の前に、恐れ入りますが、議案書の一部訂正を２か所お願いします。 

       １０ページ、番号２ 事由欄につきまして、受人の事由を「相手方の要望」

に訂正をお願いします。 

       １１ページ、番号１ 職業欄につきまして、「小売業」に訂正をお願いします。 

       大変申し訳ございませんが、よろしくお願いします。 

  

       それでは、議案書の１ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま 

す。 

       番号１から２で、件数は２件、合計面積は田で３，２１９㎡でございます。 

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。 

  

       ２ページから６ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

       番号１から１４で、件数は１４件、合計面積は２７，２７０．４１㎡で、そ

の内訳は田が１６，３９２㎡、畑が１０，６６４．１０㎡、その他が宅地で２

１４．３１㎡でございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございます。 

       なお、現況地目が農地以外になっているところは、無断転用の可能性があり

ますので、届出人に対して指導しております。 

  

       ７ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、でござ

います。  

       番号１、公衆用道路用地 

でございます。 

       以上、件数は１件、合計面積は畑で２５㎡でございます。 

  

       ８ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について（所有権 

移転）、でございます。  
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       番号１、宅地分譲 

でございます。 

       以上、件数は１件、合計面積は畑で１，１３３㎡でございます。 

  

       ９ページをお願いいたします。 

       報告第６号 農地所有適格法人の定期報告について、でございます。 

       番号１、株式会社     、主たる耕作物 肉牛、耕作面積 田 ０．０

７ｈａ、合計 ０．０７ｈａ。 

       番号２、有限会社     、主たる工作物 水稲・麦、耕作面積 田 ２

６ｈａ、合計 ２６ｈａ。 

       以上、件数は２件で、法人形態要件、事業要件、議決権要件、役員要件のす

べてを満たしております。 

 

       報告案件は以上です。 

 

議  長   それでは、議案事項に入ります。 

議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）を議

題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案書の１０ページをお願いします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、

でございます。 

 

       番号１、地区 八ッ山、受人     、面積 ７，０５９㎡、渡人     

 、面積 １５８㎡、申請地 白山町八対野東    、台帳地目・現況地目 

とも畑、面積 １５８㎡。 

       これにつきましては、受人は、離農する渡人から申請地を譲り受け、営農を

拡大するものです。 

  

       番号２、地区 八手俣、受人     、面積 ０㎡、渡人      外

１名、面積 ４，９７７㎡、申請地 美杉町八手俣脇ヶ野    、台帳地目・

現況地目とも畑、面積 ４９５㎡ 外３筆、合計面積 ３，０１８㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢化による労力不足のため、営農を縮小す

る渡人からの要望により、申請地を譲り受けるものです。 

  

       番号３、地区 太郎生、受人     、面積 ６，７９３㎡、渡人     

 、面積 ３，３２９㎡、申請地 美杉町太郎生下切    、台帳地目・現 

況地目とも田、面積 ３２７㎡ 外１筆、合計面積 １，０７４㎡。 

       これにつきましては、受人は、遠方のため営農縮小する渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

 

       番号４、地区 下多気、受人     、面積 ０㎡、渡人     、面

積 ６，７８５．６１㎡、申請地 美杉町下多気野登瀬    、台帳地目・

現況地目とも田、面積４４６㎡ 外２筆、合計面積 １，８７５㎡。 
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       これにつきましては、受人は、遠方のため営農縮小する渡人から申請地を譲

り受け、空き家取得に伴い新規営農するものです。 

  

       以上、件数は４件、合計面積は６，１２５㎡で、その内訳は田が２，９４９

㎡、畑が３，１７６㎡でございます。 

       これらの案件につきましては、全部効率利用要件・農作業常時従事要件・下

限面積要件・地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しない

ため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思いま

す。１番お願いします。 

 

西森委員   １７番、西森です。7月９日に中谷、西森両委員、地元推進委員、事務局で現

地を確認いたしました。場所は国道１６５号線を少し下がったところで、   

  があるのですが、そこから東の方に１００メートルほど行ったところです。 

    の裏手になる場所でした。現況は木が生えているかたちで、所有権 

移転で畑にしていただくのは結構かなという感じでした。 

 

議  長   ありがとうございました。２から４番お願いします。 

 

結城委員   １８番、結城です。２、３、４と説明いたします。まず２番から、９日に地

元推進委員と事務局で現地確認いたしました。後継人も無く耕作するには労力

不足であり、受人に農地を引き受けて貰う。受人は去年まで茶畑を耕作してお

ったのですが、渡人の農地の耕作をしていきたい。これ茶畑です。３番、これ

も９日に地元推進委員と事務局とで現地を確認致しました。渡人は相続して、

維持管理が出来ないため今耕作しておる    に譲渡したいということです。 

４番下多気ですが、９日に地元推進委員と事務局とで現地を確認いたしまし 

た。渡人は遠方に移住しており耕作等が困難なので売却したい。受人は田舎暮 

らしを希望して、申請地に隣接する住宅を購入して、自給の水稲を作りたいと 

いうことです。以上です。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員より説明がございましたが、皆さんのご

意見もお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、ただいま審議をいただきました議案第１号について、これにご異

議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することに決定し
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たいと思います。 

  続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につい 

てを議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １１ページをお願いします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でござい 

ます。 

 

       番号１、地区 上多気、申請者     、申請地 美杉町上多気平谷   

  、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 ４７９㎡。 

       これにつきましては、申請地を植林するものです。 

       昭和４０年ごろ耕作不便により植林した旨の始末書の提出がありますことか

ら、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１件、合計面積は畑で４７９㎡でございます。 

       この案件につきましては、農地法第４条第６項各号には該当しないため、許

可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思いま

す。 

 

結城委員   １８番、結城です。地元推進委員と事務局とで現地確認いたしました。 

近隣が山林で、５０年ほど前に畑として耕作が出来なくなり植林をしたとい 

うことです。山の中の農地である。始末書と写真が添付されています。よろし

くお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員より説明がございましたが、皆さんのご

意見もお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、意見もないようですのでお諮かりします。ただいま審議をいただ

きました議案第２号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することに決定し

たいと思います。 

続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい 

て（所有権移転）を議題といたします。 
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事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １２ページをお願いします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 

 

       番号１、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 久居明神

町津ノ京    、台帳地目 畑、現況地目 道路、面積 ４７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を進入用

道路とするものです。 

       昭和４９年９月に、畑、家屋への進入道路として転用した旨の始末書の提出

がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号２、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 戸木町狐

塚    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２８㎡ 外１筆、合計面積 ２

１４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を資材置

場用地、駐車場用地とするものです。 

       申請地は、受人が購入した宅地の隣地であり、自身の経営する解体業におい

て用いる計画です。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号３、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 森町下新

田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ４９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を駐車場

用地とするものです。 

       受人は、    株式会社の代表であり、法人の従業員用駐車場として利用

する計画です。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号４、地区 栗葉、受人      株式会社 代表取締役     、

渡人     、申請地 森町下新田    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ２００㎡ 外２筆、合計面積 １，１９４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を貸駐車

場用地とするものです。 

       申請地は、法人所有の工場のごく近隣であり、下請業者に向けた貸駐車場と

して利用する計画です。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号５、地区 川合、受人     、渡人     、申請地 一志町片

野南浦    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２５８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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       番号６、地区 川合、受人     、渡人     、申請地 一志町片

野内山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３７３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号７、地区 川合、受人      外１名、渡人     、申請地 一

志町片野内山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ５１７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号８、地区 川合、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 一志町小山新出    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ５８１㎡ 外１筆、合計面積 ８４２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を資材置

場用地とするものです。 

       受人は、一志エリアを中心に外構工事などの受注が増加したため、申請地を

資材の一時保管場所として利用する計画です。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号９、地区 川合、受人     、渡人     、申請地 一志町小

山新出    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １７７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を住宅敷

地用地とするものです。 

       申請地は受人の住宅の隣地であり、住宅敷地を拡張するために、今回取得す

るものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１０、地区 川合、受人     、渡人     、申請地 一志町

小山新出    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３７０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を住宅敷

地用地とするものです。 

       申請地は受人の住宅の隣地であり、住宅敷地を拡張するために、今回取得す

るものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１１、地区 大三、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町二本木柏原    、台帳地目・現況地目と

も田、面積 ９７７㎡ 外１筆、合計面積 １，８５１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、８６０．１６㎡、パネルの設置率は、転用面積の４６．

５％になります。 
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       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１２、地区 八ッ山、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町八対野東    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 ８８７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４０４．４８㎡、パネルの設置率は、転用面積の４５．６％ 

になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１３、地区 八ッ山、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町八対野東    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 １，２０３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４３０．０８㎡、不整形地であるため、パネルの設置率

は、転用面積の３５．８％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１４、地区 八手俣、受人     、渡人      外１名、申請

地 美杉町八手俣脇ヶ野    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 １

１２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を駐車場

用地とするものです。 

       申請地について、渡人の父が生前から茶畑用の駐車場として使用してきた旨

の始末書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１５、地区 八知、受人     、渡人     、申請地 美杉町

八知西山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ８９９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４７１．５１㎡、パネルの設置率は、転用面積の５２．

４％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１６、地区 八知、受人     、渡人     、申請地 美杉町

八知椋田    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 １，０４７㎡ 外

２筆、合計面積 ２，０４４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を事業敷

地用地とするものです。 

       申請地は、受人が代表を務めていた法人が、平成４年ごろに    を開設

した当時から、    敷地として利用してきた旨の始末書の提出があります

ことから、これを追認しようとするものです。 



9 

 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１７、地区 八知、受人     、渡人     、申請地 美杉町

八知田し路    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １，１９０㎡ 外１

筆、合計面積 ２，０５９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、５３０．４０㎡、不整形地であり、既存の農道部分を維

持するため、パネルの設置率は、転用面積の２５．８％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１８、地区 八知、受人     、渡人      外１名、申請地 

美杉町八知田し路    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ８４２㎡ 外

２筆、合計面積 ２，１３６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、５３０．４０㎡、不整形地であるため、パネルの設置率

は、転用面積の２４．９％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は１８件、合計面積は１５，２３２㎡で、その内訳は田が６，３

９５㎡、畑が８，８３７㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、立ち会いいただいた地元委員のご意見をお

伺いしたいと思います。 

 

田口委員   ６番、田口です。９日に地元推進委員、農業委員の諸戸さん、森さん、私、

久居事務局と現地を確認して参りました。場所は    の前を東に行ったと

ころ。２番は    の西３００メートルぐらい行ったところの西側で、住宅

が建っているのですが、空き地を借りるということで、何ら問題ないと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。３番、４番お願いします。 

 

森 委 員   ７番、森です。７月９日に現地を確認して参りました。諸戸部会長、農業委

員の田口さん、私と、地元推進委員、久居事務局と行って参りました。現場は 

    の工場兼事務所の手前になります。事務局の説明通り、何の問題もな 

いと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   ５、６、７番お願いします。 
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守山委員   １５番 守山です。５、６、７番は片野地区で虫食い状態のように農地がど

んどん宅地化しているところです。内容は事務局の説明通りです。 

 

議  長   ８番から１０番お願いします。 

 

宮本委員   １４番、宮本です。８、９、１０番につきましては小山地区の現地を確認で

きやんぐらいの場所です。８番は業者ですが、９番、１０番は隣地の人が購入

されるようです。これも事務局の説明通りで、何ら問題無いと思いますので、

よろしくお願いします。５、６、７番は地元推進委員と私と事務局。８、９、１０ 

番は守山会長も出ていただきました。 

 

議  長   １１番お願いします。 

 

中谷委員   １６番、中谷です。９日に守山会長、諸戸部会長、西森委員、地元推進委員、

事務局とで確認して参りました。場所は    の道を隔てて直ぐ西側。南側

にも太陽光がありまして、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

議  長   ありがとうございました。１２、１３番お願いします。 

 

西森委員   １７番、西森です。９日に中谷委員、地元推進委員、白山の事務局と見て参

りました。現状は田んぼ、去年の６月まで麦がしてあったということです。ま

だまだ活用できるのですが、太陽光にということで、あとは事務局の説明通り

です。 

 

議  長   １４から１８番、お願いします。 

 

結城委員   １８番、結城です。１４番から最後まで説明します。１４番は３条申請にあ

りました    の茶畑に入る駐車場として利用したいという、道ばたで車１

台止まるくらいの駐車場です。１５番は９日に地元推進委員と事務局で現地を

確認いたしました。受人が    をするということです。１６番は株式会社 

    が、平成２０年頃に閉園して現在に至っています。今後の事業の運営 

管理等は株式会社     が隣接施設として併せて一体利用したいというこ 

とです。敷地内に登記が付いてないところがあったので、これを購入したとい 

うことでございます。 

１７番はこれも地元推進委員と事務局で現地を確認いたしました。     

の施設にしたいということです。１８番も同じことで、詳細は省略いたします。 

以上です。 

 

議  長   １６番について、場所は    のところですか。 

 

結城委員   １８番、結城です。    をしていたところです。 

 

議  長   それでは、他からのご意見はございませんか。ではお諮かりします。ただい



11 

 

ま審議をいただきました議案第３号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については許可することに決定し

たいと思います。 

続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（賃貸借権）を議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １４ページをお願いします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権）、 

でございます。 

 

       番号１、地区 久居、借人 有限会社      代表取締役     、

貸人     、申請地 久居明神町風早    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 ２７１㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を資材置場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号２、地区 久居、借人      株式会社 代表取締役     、 

貸人      外１名、申請地 戸木町高川原    、台帳地目・現況地 

目とも畑、面積 ３６６㎡ 外２筆、合計面積 １０，３２９㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に３年間の賃貸借権を設定し、申

請地を資材置場用地として一時転用するものです。 

       農地区分は、農業振興地域内農用地区域ですが、資材置場を目的とした一時

的な利用に供するものであることから、不許可の例外に該当するものと判断さ

れます。 

  

       番号３、地区 久居、借人 有限会社      代表取締役     、 

渡人     、申請地 久居井戸山町大口    、台帳地目 畑、現況地 

目 雑種地、面積 ５，２９３㎡の内８００㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に５か月間の賃貸借権を設定し、

申請地を資材置場用地として一時転用するものです。 

       申請地は、既に、転用許可不要の    の資材置場として利用されており、

申請人が当該地を引き続き利用する計画です。 

       農地区分は第１種農地ですが、不許可の例外に該当するものと判断されます。 

 

       以上、件数は３件、合計面積は１１，４００㎡で、その内訳は田が２７１㎡、

畑が１１，１２９㎡でございます。 

       この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。 
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       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思いま

す。１、２、３番お願いします。 

 

田口委員   ６番、田口です。１番について地元推進委員、農業委員の諸戸さん、森さん、

事務局と見て参りました。場所は    の信号の直ぐ西です。２番は９日の

日の大雨の止んだ頃でした。守山会長、諸戸部会長、森委員、事務局、地元推

進委員と見て参りました。現場は砂利置き場、原材料置き場みたいな感じでし

た。 

場所は    南の５００メートルのところ。３番については、    の

東約２００メートルぐらいのところ。問題ございませんでした。一時転用の為、

元に戻すということでした。事務局説明通りでございます。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員より説明がございましたが、皆さんのご

意見もお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、意見もないようですのでお諮かりします。ただいま審議をいただ

きました議案第４号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については許可することに決定い

たします。 

続きまして、議案第５号 非農地証明願いについてを議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １５ページをご覧ください。 

       議案第５号 非農地証明願について、でございます。 

       番号１、地区 久居、願出者     、申請地 戸木町宝録    、台

帳地目 田、現況地目 山林、面積 ２７３㎡。 

       これにつきましては、空中写真撮影記録証明書により、申請地に昭和５０年

時点で既に山林として管理し、現在に至ることが確認できることから、申請地

は農地以外の用に供され２０年以上が経過している土地であり、非農地証明事

務取扱要領第３条第１項第２号の規定に該当することから、農地ではない旨の

証明をしても差し支えないものと考えます。 

 

       以上、件数は１件、合計面積は田で２７３㎡でございます。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思いま
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す。 

 

田口委員   ６番、田口です。９日に諸戸部会長、森委員、私と、地元推進委員、事務局

と見て参りました。事務局の説明通りです。よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、意見もないようですのでお諮かりします。ただいま審議をいただ

きました議案第５号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については証明することに決定し

たいと思います。 

次に別冊でお配りしました議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の

規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定について、でございます。 

       それでは、資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。 

       各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

 

       まず、久居地区をご覧ください。田の賃貸借、使用貸借で１８，２４１㎡、

畑の賃貸借、使用貸借で３，６３９㎡、契約件数は１６件でございます。 

       一志地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で４２，３７４㎡、畑の賃

貸借、使用貸借で３，４６４㎡、契約件数は２３件でございます。 

       白山地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１６，９８０㎡、畑の使

用貸借で４５４㎡、契約件数は８件でございます。 

       美杉地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で７，６５９㎡、契約件数

は４件でございます。 

 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて８５，２５４㎡、畑

の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて７，５５７㎡、合計契約件数は５１件、

合計面積は９２，８１１㎡となっております。 

 

       次に認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は久居地区４件、一志地区１１件、白山地区６

件、美杉地区１件で、合計２２件、合計面積は４１，０１２㎡でございます。 

       また、認定農業者への集積率は、件数で４３．２％、面積で４４．２％とな

っております。 
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       続きまして、「農地中間管理事業」を利用した案件についてご説明いたしま 

す。 

       人・農地プランの作成が要件となっている新規のものについて「農用地利用

集積計画の概要」の該当箇所、今回は２６番になり、整理番号の左側欄外にア

ルファベットの「Ｎ」を記載しています。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

 

       最後に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが、今回

の利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限

に該当します案件がございますので、ご審議いただくにあたりまして、ご配慮

いただきますようよろしくお願いします。 

 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。 

今回の案件のうち、始めに、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与 

の制限に該当する案件について、ご審議をお願いします。 

整理番号８についてです。 

    委員、一時退室をお願いします。 

 

＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この１件についていかがでしょうか。  

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。この案件につきましては適正であると認め、市長に

進達することにいたします。 

入室お願いします。 

 

 ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   次に、整理番号４９についてです。 

    委員、一時退室をお願いします。 

 

＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この１件についていかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   ありがとうございます。この案件につきましては適正であると認め、市長に

進達することにいたします。 

入室してください。 
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＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきましてご審議をお願いし 

ます。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、意見もないようでございますのでお諮かりします。ただいま、審

議をいただきました案件について、ご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   ありがとうございます。これらの案件につきましても適正であると認め、市

長に進達することにいたします。 

 

以上で、本部会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。 

これをもちまして、第７回第２農地部会を閉会します。 

 

 

       

午後２時４４分 

 

上記は、第７回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  令和３年７月１６日 
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